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柏崎市第四次総合計画の進⾏管理について 

 

１ 進⾏管理とは？ 

▶総合計画は、市の最上位計画として位置づけられ、様々な分野に及ぶ施策を総合的かつ計画的に進

めていくための計画であり、毎年度の予算編成などに反映させるため、計画書に掲げる主要事業の

毎年度の進捗状況や目標指標の達成度などを把握・検証を⾏っています。 

 

２ これまでの進⾏管理について 

▶２４年度、２５年度実績の進⾏管理にあたっては、⾏政の透明性や公正・公平性を確保するため、

市⺠参加による「第四次総合計画推進委員会」（以下、「推進委員会」という。）を設け進⾏管理を

実施してきました。 

▶各年度における進⾏管理については、この推進委員会での意⾒などを踏まえ、庁内で整理後、市⺠

の意⾒募集を経て広く公表しています。 

 

３ ２６年度実績の進⾏管理について 

 ▶各分科会において、分野ごとに分担をして進⾏管理をお願いします。なお、進⾏管理報告書案にお

ける進捗度合（AA〜G）は後期基本計画の計画期間である５年間のなかでの評価となります。２６

年度は３年目であったことから進捗度合としては「Ｃ」が基準となることをご理解ください。 

 ▶各分科会の進⾏管理を踏まえ、審議会では重点プロジェクトの進⾏管理及び全般に渡っての進⾏管

理をお願いします。 

 

４ 今年度のスケジュール（予定） 

 (1) 各分科会における進⾏管理の実施（概ね２〜３回程度）       ６⽉下旬〜８⽉上旬 

 (2) 分科会からの報告に基づく審議会での進⾏管理の実施・総括     ９月下旬 

 (3) 進⾏管理報告書案に対する市⺠意⾒募集（市広報紙、市ＨＰ）   １０⽉上旬〜１１⽉上旬 

 (4) 審議会への市⺠意⾒及び進⾏管理報告書（最終版）の報告     １２月 

 


